
●2026（令和８）年４月から下水道使用料の激変緩和措置の軽減（調整）率が変わります● 

【産業汚水】 
公共下水道使用料（産業汚水）（ゆめが丘地域内） 

                                                                      （消費税込） 

１か月あたりの使用料 

基本使用料 

（２００㎥まで） 

従量使用料（１㎥につき） 

２０１㎥ ～ ５００㎥ ５０１㎥ ～ １，０００㎥ １，０００㎥以上 

７，７００円 ４６円 ５３円 ６１円 

 
２か月で水量３，５００㎥使用した場合、下記の金額となります。 
 
※2026（令和 8）年４月分から 2028（令和 10）年３月分までの激変緩和措置の計算例は、赤枠部分になります。                            （消費税込） 

①令和５年１月以前の使用料 
② 

令和５年２月
以降の使用料 

③差額 
 

（②－①） 

令和 5年 2月分から
令和 6年 3月分まで

の使用料 
 

（軽減率 75％) 

令和 6年 4月分から
令和 8年 3月分まで

の使用料 
 
（軽減率 50％) 

令和 8年 4月分から 
令和 10年 3月分まで

の使用料 
 

（軽減率 25％) 
④軽減額：（③×７5％） 

 
使用料： ② ― ④ 

⑤軽減額：（③×50％） 
 

使用料： ② ― ⑤ 

⑥軽減額：（③×25％） 
 

使用料： ② ― ⑥ 

産業汚水 

基本使用料５,5０0円 

＋加算使用料６１,９00円 

 

６７,４０0円×2 ヶ月＝１３４,８00円 

基本使用料 

１５,４00円 

＋ 

従量使用料 

1７２,１０0円 
 

1８７,５０0円 

＋５２,７０0円 
軽減額： ３９，５２５円 

 
使用料:１４７,97５円 

軽減額： ２６,３５0円 
 
使用料：1６１,１５0円 

軽減額： １３，１７５円 
 
使用料：1７４,３２５円 

※実際のご利用状況により、企業様ごとの使用水量は異なります。 

※激変緩和措置により、改定後料金と現行料金との差額に、段階的に軽減率を乗じて算出した軽減額を差し引いた金額が 2 ヶ月の使用料金となります。 

※令和１０年４月からは、全て改定後の使用料となります。 

※令和５年２月１日以降に使用を開始した場合、激変緩和措置は適用されず、改定後の使用料となります。 


